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性 犯 罪 ・ 性 暴 力 対 策 の強 化 を 求め る 意 見書 （ 案 ）  

 

性 犯 罪・性 暴 力 の 根 絶 に 向 け た 社 会 的気運 が 高 ま る 中、平成 29 年 ６月 、1 1 0年

ぶ り に 性 犯 罪に 関 す る 刑 法 の 改 正 案 が 国会 に て 可 決 施行 さ れ た 。「 強 姦罪 」を「 強

制 性 交 等 罪 」 に 名 称 変 更 し 、 懲 役 の 下 限を ３ 年 か ら ５年 に 引 き上 げ ら れる と と も

に 、 こ れ ま で「 親 告 罪 」 で あ っ た も の が「 非 親 告 罪 」と な る など 、 画 期的 な 法 改

正 で は あ っ たが 、 改 正 の 内 容 が 不 十 分 であ る と の 議 論が 改 正 当初 か ら 存在 し 、 多

く の 附 帯 決 議が 付 さ れ、 法 改 正 後 ３ 年 を目 途 に 見 直 す規 定 が 盛り 込 ま れた 。  

 令 和 ２ 年 ７月 に は 、 改 正 法 施 行後 ３ 年を 迎 え る が 、性 犯 罪 撲滅 に 向 け、 不 十 分

と さ れ た 法 改正 を 改 定 す る 好 機 であ る 。３ 年 前 の 改 正時 に も 様々 な 議 論が な さ れ

た が 、 誰 し もが 性 犯 罪 撲 滅 と い う最 終 目標 で は 一 致 して い る 。特 に 未 成年 者 や 障

害 者 な ど 弱 い立 場 に 置 か れ た も のが 、 その 脆 弱 さ や 環境 ゆ え に被 害 に 遭い 、 被 害

申 告 や 証 言 が難 し い た め 適 切 な 処罰 が なさ れ な い と いう こ と は絶 対 に あっ て は な

ら な い 。 ま た、 組 織 内 に お け る 上下 関 係と い っ た 立 場か ら 抵 抗し づ ら く、 思 い 悩

む 被 害 者 が いる こ と も 再 度 認 識 せ ね ば なら な い 。  

近 年 、 性 犯 罪 撲 滅 を 求 め る 声 は高 ま り を見 せ て い る 。一 方 で 、大 半 の 被害 者 が

未 だ 声 を 上 げら れ ず 、 性 被 害 の 全 体 像 が必 ず し も 明 らか に な って い な いこ と を 誰

し も が 認 識 せね ば な ら な い 。  

ま た 、「 誰 一 人 取 り 残 さ な い 」 を基 本 理念 と し て い るＳ Ｄ Ｇ ｓ（ 持 続 可能 な 開

発 目 標 ） の 目 標 ５ で あ る 「 ジ ェ ン ダ ー 平等 を 達 成 し 、す べ て の女 性 と 女児 の エ ン

パ ワ ー メ ン ト を 図 る 」 観 点 な ど か ら も 、性 犯 罪 に 関 する 取 組 をさ ら に 充実 さ せ る

こ と が 求 め ら れ て い る 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 今 回の 見 直 しを 機 に 、 被 害・ 加 害 の実 態 や 被害 者 心

理 な ど を 十 分 に 踏 ま え 、 刑 事 法 の 検 討 、再 犯 防 止 、 被害 者 支 援、 性 犯 罪・ 性 暴 力

根 絶 に 向 け た 教 育 啓 発 な ど の 各 視 点 か ら、 幅 広 く 議 論し 、 性 犯 罪 撲 滅 に 向 け て さ

ら に 一 歩 踏 み込 む 措 置 を ス ピ ー ド 感 を 持っ て な さ れ るこ と を 強く 要 望 する 。  

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法第 99 条の 規 定 に よ り意 見 書 を提 出 す る。  

 

   令 和  年  月  日 （ 議 決 年 月 日 ）  
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 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内 閣 総 理 大 臣 

 法 務 大 臣 

 

                            横 浜 市 会議 長 名   

宛 て  


